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管理職早期退職優遇措置の実施に関するお知らせ 

 
 当社は、平成１７年１２月１３日開催の取締役会において、下記のとおり管理職を対象とした早期

退職優遇措置を実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１．早期退職優遇措置実施の理由 

 事業力強化の一環として、適正人員によるスリム化を図るとともに若手人材の投入、起用を促

進するために実施するものであります。 

 
２．早期退職優遇措置の概要 

 １）対 象 者：平成１８年１月１日現在で満４５歳以上の管理職 

 ２）募 集 人 数：８０名 

 ３）募 集 期 間：平成１８年１月１０日から平成１８年２月１７日まで 

 ４）退 職 日：平成１８年３月２０日 

 ５）優 遇 措 置：規定の退職金に加え、退職日の年齢に応じた早期退職加算金を支給する。 

６）再 就 職 支 援：希望者に対して再就職のための支援を行う。 

 
３．今後の見通し 

   早期退職加算金等については、平成１８年３月期決算に特別損失として計上する予定ですが、業

績への影響については、早期退職加算金等が確定した段階で公表いたします。 

 
以  上 

 


